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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成20年11月27日(2008.11.27)

【公開番号】特開2007-121561(P2007-121561A)
【公開日】平成19年5月17日(2007.5.17)
【年通号数】公開・登録公報2007-018
【出願番号】特願2005-311770(P2005-311770)
【国際特許分類】
   Ｇ０３Ｇ  15/08     (2006.01)
   Ｃ２５Ｄ   7/00     (2006.01)
   Ｃ２５Ｄ   7/04     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０３Ｇ  15/08    ５０１Ｃ
   Ｇ０３Ｇ  15/08    ５０１Ｂ
   Ｃ２５Ｄ   7/00    　　　Ｕ
   Ｃ２５Ｄ   7/04    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成20年10月9日(2008.10.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　粗面化された中空円筒状の基体上に、金属で構成される表面層を有し、該表面層の６０
度鏡面光沢度Ｇｓ（６０°）が１０以上４０以下の範囲である現像剤担持体。
【請求項２】
　前記基体の算術平均表面粗さＲａ１に対する前記表面層の算術平均表面粗さＲａ２の比
率Ｒａ２／Ｒａ１が、０．７以上１未満であることを特徴とする請求項１に記載の現像剤
担持体。
【請求項３】
　前記表面層の算術平均表面粗さＲａ２が、１．０μｍ以上３．２μｍ以下の範囲である
ことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の現像剤担持体。
【請求項４】
　前記基体の算術平均表面粗さＲａ１が、１．４μｍ以上３．５μｍ以下の範囲であるこ
とを特徴とする請求項１～請求項３のいずれか１項に記載の現像剤担持体。
【請求項５】
　前記表面層を形成する金属が、Ｎｉ、Ｃｕ、Ｚｎ、及びＳｎからなる群より選択される
少なくとも１種の金属であることを特徴とする請求項１～請求項４のいずれか１項に記載
の現像剤担持体。
【請求項６】
　前記基体と前記表面層との間に、Ｎｉ及びＣｕからなる群より選択される少なくとも１
種の金属で構成されてなる下引き層を有することを特徴とする請求項１～請求項５のいず
れか１項に記載の現像剤担持体。
【請求項７】
　前記表面層の厚さが、０．３μｍ以上３０μｍ以下の範囲であることを特徴とする請求
項１～請求項６のいずれか１項に記載の現像剤担持体。
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【請求項８】
　少なくとも、請求項１～請求項７のいずれか１項に記載の現像剤担持体と、
　前記現像剤担持体上に現像剤を供給する現像剤供給手段と、
　前記現像剤供給手段により供給された現像剤を帯電する帯電手段と、を有する現像装置
。
【請求項９】
　少なくとも、潜像担持体と、
　前記潜像担持体の表面に潜像を形成する潜像形成手段と、
　前記潜像をトナーにより現像してトナー像を形成する請求項８に記載の現像装置と、
　前記トナー像を被転写体に転写する転写手段と、を有する画像形成装置。
【請求項１０】
　請求項１～請求項７のいずれか１項に記載の現像剤担持体の製造方法であって、
　粗面化された中空円筒状の基体を、金属を含有する電解液で電解処理して、前記金属で
構成される６０度鏡面光沢度Ｇｓ（６０°）が１０以上４０以下の表面層を、前記基体の
表面に形成する表面層形成工程を有することを特徴とする現像剤担持体の製造方法。
【請求項１１】
　前記金属が、Ｎｉ、Ｃｕ、Ｚｎ、及びＳｎからなる群より選択される少なくとも１種の
金属であることを特徴とする請求項１０に記載の現像剤担持体の製造方法。
【請求項１２】
　算術平均表面粗さＲａが１．４μｍ以上３．５μｍ以下の範囲となるように前記現像剤
担持体の基体表面を粗面化処理する基体表面粗面化工程を有することを特徴とする請求項
１０又は請求項１１に記載の現像剤担持体の製造方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００１】
　本発明は、現像剤担持体、現像剤担持体の製造方法、現像装置及び画像形成装置に関し
、詳細には、電子写真技術を利用した複写機や印刷機で用いられる現像剤担持体、現像剤
担持体の製造方法、現像装置及び画像形成装置に関する。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　そこで本発明の目的は、長期にわたって現像ゴーストの発生を抑制することができる現
像剤担持体、現像装置、画像形成装置及び現像剤担持体の製造方法を提供することにある
。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
＜６＞　前記基体と前記表面層との間に、Ｎｉ及びＣｕからなる群より選択される少なく
とも１種の金属で構成されてなる下引き層を有することを特徴とする前記＜１＞～＜５＞
のいずれか１項に記載の現像剤担持体である。
【手続補正５】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２４】
　本発明によれば、現像履歴によって生ずる現像ゴーストの発生を長期にわたって抑制す
ることができ、その結果として高品質の画像を形成することができる現像剤担持体、現像
剤担持体の製造方法、現像装置及び画像形成装置を提供することができる。


	header
	written-amendment

